
【
保
険
料
の
率
】

　

保
険
料
の
率
は
、
広
域
連
合
の
区
域
内

で
は
、
原
則
と
し
て
均
一
と
な
る
よ
う
に

設
定
し
ま
す
。

＊
保
険
料
の
率
は
11
月
ご
ろ
広
域
連
合
議

　

会
で
決
定
さ
れ
る
予
定
で
す
。

【
保
険
料
の
納
め
方
】

　

▼
特
別
徴
収
＝
年
額
18
万
円
以
上
の
年

　
　

金
を
受
給
し
て
い
る
方
は
、
年
金
か

　
　

ら
保
険
料
が
徴
収（
天
引
き
）さ
れ
ま

　
　

す
。
た
だ
し
、
介
護
保
険
料
と
合
わ

　
　

せ
た
合
計
徴
収
額
が
、
年
金
額
の
二

　
　

分
の
一
を
超
え
る
場
合
は
次
の
普
通

　
　

徴
収
と
な
り
ま
す
。

　

▼
普
通
徴
収
＝
特
別
徴
収
に
該
当
し
な

　
　

い
方
は
、
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替

　
　

な
ど
の
方
法
に
よ
り
市
に
納
め
て
い

　
　

た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

【
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で

受
け
ら
れ
る
主
な
給
付
】

■
療
養
の
給
付
費（
入
院
、
外
来
の
治
療

　

費
な
ど
）

■
入
院
時
食
事
療
養
費（
入
院
時
の
食
事
）

■
入
院
時
生
活
療
養
費（
療
養
病
床
入
院

　

時
の
食
費
・
居
住
費
）

■
高
額
療
養
費（
１
カ
月
に
支
払
っ
た
自

　

己
負
担
額
が
限
度
額
を
超
え
た
と
き
の

　

給
付
費
）

■
訪
問
看
護
療
養
費（
訪
問
看
護
を
利
用

　

し
た
と
き
の
利
用
料
）

■
療
養
費（
装
具
の
購
入
費
な
ど
）

■
移
送
費（
緊
急
の
入
院
や
転
院
の
と
き

　

の
移
送
費
用
）

平成 20年４月からは後期高齢者医療制度が始まります。

後期高齢者支援金 ( 約４割 )
( 現役世代の保険料 )

各医療保険 ( 国民健康保険・被用者保険 )
の被保険者 (０歳～ 74 歳 )

平成 20 年３月までは老人保健制度をご利用ください。

保険料拠出金 ( 約５割 )＊高齢者と現役世代の負担区分は困難

公費 ( 約５割 )［国・県・市町村＝４：１：１］

社会保険診療
報酬支払基金

各医療保険者 (国民健康保険、健康保険組合など )
■保険料の決定をしています。

納付
医
療
機
関
な
ど

一部負担金
(１割または３割 )

医療サービス

医療給付費などの支給
(９割または７割 )

運営主体は、市町村です。医療給付などを行っています。

保険料

交付

＊健康保険組合などの被用者保険の被扶養者は、保険料の納付はありません。

各医療保険 ( 国民健康保険・被用者保険 )
の被保険者

被保険者
■75歳以上の方
■65歳以上の一定の障害があ
　る方

被保険者
■75歳以上の方
■65歳以上の一定の障害があ
　る方

被保険者の保険料 ( 約１割 )

公費 ( 約５割 )［国・県・市町村＝４：１：１］

口
座
振
替
・

納
付
書
払
い

年
金
か
ら

天
引
き 社会保険診療

報酬支払基金
各医療保険者

納付
医
療
機
関
な
ど

一部負担金
(１割または３割 )

後期高齢者の心身の特性
に応じた医療サービス

医療給付費などの支給
(９割または７割 )

運営主体は、鹿児島県後期高齢者医療広域連合です。
医療給付・保険料決定などを行います。

保険料

交付

＊現在の健康保険組合などの被用者保険の被扶養者は、保険料を納付するこ
　とになります。

平成 20 年４月からは…

●問合先＝本庁国保介護課老人保健グループ ( 内線２６３１・２６３２）

こ
れ
ま
で
の
仕
組
み

こ
れ
か
ら
の
仕
組
み

● Kouhou  Satsumasendai 2007.9.10 Kouhou  Satsumasendai 2007.9.10●05


